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第　　　　号　議　案

平 成 ２ ９ 年 度

武 雄 市 一 般 会 計 予 算



　平成２９年度武雄市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２４９億６１７５万７ 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

　利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０億円と定める。

　（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

　場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生

　じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

　平成 ２９ 年 ２ 月 ２８ 日　提出

武 雄 市 長　　小　松　　政

平成２９年度武雄市一般会計予算
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

年４.０％

２　財務省財政融資資金、地方公共 以　　内

　団体金融機構、銀行その他から借 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　入れる。 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の

３　借入れの時期は、平成29年度 利率） ③　市財政の都合により、

　とする。ただし、借入れの期日 　繰上償還、償還期限の短

　は、借入先と協議する。工事の 　縮又は低利債に借換える

　都合等により翌年度に繰越借入 　ことができる。

　れすることができる。

3090万 0

　県営農村地域防災減災事業 40万 0

第　２　表　　地　　方　　債

　新幹線鉄道整備事業 9180万 0

　武雄市過疎地域自立促進特別事業基金
　積立金

3500万 0

  新庁舎建設事業 20億 2710万 0

  新庁舎災害対策事業



起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

年４.０％

２　財務省財政融資資金、地方公共 以　　内

　団体金融機構、銀行その他から借 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　入れる。 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の

３　借入れの時期は、平成29年度 利率） ③　市財政の都合により、

　とする。ただし、借入れの期日 　繰上償還、償還期限の短

　は、借入先と協議する。工事の 　縮又は低利債に借換える

　都合等により翌年度に繰越借入 　ことができる。

　れすることができる。

　道路舗装事業 4050万 0

　地域農業水利施設ストックマネジメント事業 170万 0

　主要道路整備事業 9770万 0

　市道整備過疎対策事業 4000万 0

　農業基盤整備促進事業 2560万 0

―　9　―
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

年４.０％

２　財務省財政融資資金、地方公共 以　　内

　団体金融機構、銀行その他から借 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　入れる。 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の

３　借入れの時期は、平成29年度 利率） ③　市財政の都合により、

　とする。ただし、借入れの期日 　繰上償還、償還期限の短

　は、借入先と協議する。工事の 　縮又は低利債に借換える

　都合等により翌年度に繰越借入 　ことができる。

　れすることができる。

　中野御船山線街路事業 1億 5850万 0

　武雄温泉駅南口周辺整備事業 1億 7030万 0

　急傾斜地崩壊防止事業 1070万 0

　道路防災事業 1210万 0

　橋梁整備事業 2430万 0



起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

年４.０％

２　財務省財政融資資金、地方公共 以　　内

　団体金融機構、銀行その他から借 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　入れる。 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の

３　借入れの時期は、平成29年度 利率） ③　市財政の都合により、

　とする。ただし、借入れの期日 　繰上償還、償還期限の短

　は、借入先と協議する。工事の 　縮又は低利債に借換える

　都合等により翌年度に繰越借入 　ことができる。

　れすることができる。

　水道企業出資債 5000万 0

　臨時財政対策債 6億 7000万 0

　市営大野住宅建設事業 1億 3180万 0

　消防施設整備事業 2700万 0

　こども図書館建設事業 2億 180万 0
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第　　　　号　議　案

平 成 ２ ９ 年 度

武雄市国民健康保険特別会計予算



　平成２９年度武雄市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ７５億４３８８万８ 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２億円と定める。

　

　平成 ２９ 年 ２ 月 ２８ 日　提出

武 雄 市 長　　小　松　　政

平成２９年度武雄市国民健康保険特別会計予算
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万
2  3

 

1 老人保健医療費拠出

 

金
         

 

 万
2  3

 

6 介護納付金
億  

 

      万
2  

 

6292  9

 

1 介護納付金
億 

万

       万
2 

9

 6292  9

1

7 共同事業拠出

3

金
億        

5

万
16  8581 

 

 0

1 共同

 

事業拠出金
億    

1

    万
16  8581  0

8 保健事業費
          万
6346  5

1 特定健康診査等事業

1

費
         

総

 万
3070  5

務

2 保健事業費

管

          

理

万
3276  0

費

9 基金積立金
 

 

          

 

 
1

1 基金

 

積立金
       

 

     
1

 

10 公債費
    

 

      万
812

 

0  1

1

 

公債費
       

 

   万
8120  

 

1

万
8972  7

2 徴税



－

12 予備費
          万
1683  8

1

1 予備費
     

1

     万
1683

諸

  8

歳 出

支

合 計
億       

出

 万
75  4388

金

  8

 

 

         万

 

6050  4

5

1 還付金及び還付

 

加算金
       

 

   万
4891  

－

0

2 繰出金
          万
1159  4



第　　　　号　議　案

平 成 ２ ９ 年 度

武雄市後期高齢者医療特別会計予算



　平成２９年度武雄市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ６億７９２万９ 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　平成 ２９ 年 ２ 月 ２８ 日　提出

武 雄 市 長　　小　松　　政

平成２９年度武雄市後期高齢者医療特別会計予算

―　1　―



第　  

者医療保険料
億   

歳

     万
3  9

 

796  8

出

2 使用料及び手数料

 

          

予

  
1

1 手

 

数料
        

算

    
1

3 繰入金
億     

歳

   万
2   53

１

　

8  6

1

入

一般会計繰入金
億        万

2   538  5

2 他会計繰入金
            

1

4 繰越金
         

款

   
1

1

項

繰越金
       

　

金

     
1

　

5 諸収入
     

　

     万
457 

　

 3

1 延滞

　

金、加算金及び過料
 

　

          

　

 
2

2 償還

　

金及び還付加算金
  

　

        万
1

額

52  0

表

（

3 特定健康診査等受託

単

費
         

位

 万
304  8

：

4 雑入
    

千

        
3

円

歳 入 合 計
億 

）

       万
6 

－

  792  9

  

　

2  －

1

　

後期高齢者医療保険料

歳

億        万

 

3  9796  8

入

1 後期高齢



歳

款

        万
1

項

41  0

金

3 保健事業費
    

　

      万
304

　

  8

2 後

　

期高齢者医療広域連合

　

納付金
億      

　

  万
6   162

　

  7

1 後

　

期高齢者医療広域連合

　

　

納付金
億      

額

  万
6   162

（

  7

3 諸

単

支出金
       

位

   万
152  1

：

1 償還金及

千

び還付加算金
    

円

      万
152

）

  0

2 繰

－

出金
        

出

 

    
1

 

4 予備費
      

3

      
5

 

1 予備費
    

 

        
5

－

歳 出 合 計
億        万

6   792  9

1 総務費
          万

477  6

1 総務管理費
          万

31  8

2 徴収費
  



第　　　　号　議　案

平 成 ２ ９ 年 度

武雄市土地区画整理事業特別会計予算



　平成２９年度武雄市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ４億５６５５万９ 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

　利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　平成 ２９ 年 ２ 月 ２８ 日　提出

武 雄 市 長　　小　松　　政

平成２９年度武雄市土地区画整理事業特別会計予算

―　1　―



第　  

     万
1  2

歳

980  0

 

2 県支出金
    

出

      万
532

 

6  6

1

予

県支出金
      

 

    万
5326 

算

 6

3 繰入金
億        

歳

万
1  9209  

１

　

2

1 繰入金

入

億        万
1  9209  2

4 繰越金
            

1

1 繰越金
            

1

5

款

市債
        

項

  万
8140  0

　

金

1 市債
  

　

        万
8

　

140  0

　

歳 入 合 計
億    

　

    万
4  56

　

55  9

　　　額

表

（単位：千円）

－  

　

2  －

1

　

国庫支出金
億    

歳

    万
1  29

 

80  0

入

1 国庫支出金
億   



歳

款

公債費
億      

項

  万
1  7624

金

  1

1 公

　

債費
億       

　

 万
1  7624 

　

 1

3 予備

　

費
         

　

 万
100  0

　

1 予備費
   

　

       万
10

　

　

0  0

歳

額

出 合 計
億      

（

  万
4  5655

単

  9

位：千円）

－

出

  3  －

1 事業費
億        万

2  7931  8

1 事業費
億        万

2  7931  8

2



―　4　―

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

２　財務省財政融資資金、地方公共 年４.０％ 　める条件による。

　団体金融機構、銀行その他から借 以　　内

　入れる。 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

３　借入れの時期は、平成29年度 利率の見直しを行った後に

　とする。ただし、借入れの期日 おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　は、借入先と協議する。工事の 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　都合等により翌年度に繰越借入 　縮又は低利債に借換える

　れすることができる。 　ことができる。

第　２　表　　地　　方　　債

8140万 0　武雄北部土地区画整理事業



第　　　　号　議　案

平 成 ２ ９ 年 度

武 雄 市 競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算



　平成２９年度武雄市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １４９億７５７２万１ 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００億円と定める。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

　る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

　平成 ２９ 年 ２ 月 ２８ 日　提出

武 雄 市 長　　小　松　　政

平成２９年度武雄市競輪事業特別会計予算

―　1　―



第　  

億        万

歳

147   182 

 

 1

2 寄附

出

金
         

 

   
1

1

予

寄附金
       

 

     
1

算

3 繰入金
            

1

歳

1 基金繰入金
 

１

　

          

入

 
1

4 繰越金
            

1

1 繰越金
            

1

5 諸収入
億        万

2  73

款

89  7

項

1 雑入
億      

　

金

  万
2  7389

　

  7

歳 入

　

合 計
億       

　

 万
149  757

　

2  1

　　　　額

表

（単位：千円）

－  

　

2  －

1

　

競輪事業収入
億   

歳

     万
147 

 

  182  1

入

1 競輪開催収入



歳

款

2 競輪開催費
億

項

        万
1

金

45  6558  

　

2

2 公債費

　

          

　

万
1523  9

　

1 公債費
   

　

       万
15

　

23  9

　

3 諸支出金
     

　

　

     万
4530

額

  0

1 繰

（

出金
        

単

  万
4529  9

位

2 公営競技

：

納付金
       

千

     
1

円

4 予備費
億    

）

    万
2  69

－

97  8

出

 

1 予備費
億     

 

   万
2  699

3

7  8

歳

 

出 合 計
億      

 

  万
149  75

－

72  1

1 競輪事務費
億        万

146  4520  4

1 競輪事務費
          万
7962  2



第　　　　号　議　案

平 成 ２ ９ 年 度

武 雄 市 給 湯 事 業 特 別 会 計 予 算



　平成２９年度武雄市の給湯事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １４７０万４ 千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　平成 ２９ 年 ２ 月 ２８ 日　提出

武 雄 市 長　　小　松　　政

平成２９年度武雄市給湯事業特別会計予算

―　1　―



第　  

  万
1470  0

歳

2 繰入金
 

 

          

出

 
1

1 基金

 

繰入金
       

予

     
1

 

3 繰越金
     

算

       
1

1 繰越金
   

歳

         
1

１

　

4 諸収入
 

入

           
2

1 雑入
            

2

歳 入 合 計
          万
1470  4

款 項

　

金　　　　　　　　額

表

（単位：千円）

－  

　

2  －

1

　

事業収入
      

歳

    万
1470 

 

 0

1 事業

入

収入
        



歳

款

         万

項

129  1

金

1 予備費
     

　

     万
129 

　

 1

歳 出 合

　

計
         

　

 万
1470  4

　　　

　

　額

（単位：千円）

－

出

  3  －

1 事業費
          万
1341  3

1 事業費
          万
1341  3

2 予備費
 


